
県立障害者リハビリテーションセンター

現在の利用者状況（空き人数）

生活訓練について、ご紹介します！

【生活訓練をご利用できる方】

・高次脳機能障害があり、障害者手帳をお持ちの方。

または、高次脳機能障害による医師の診断書がある方。

【訓練について】

・日常生活や社会生活に必要な手段を理解・獲得することで

生活能力を高められるよう、状況に応じた訓練を行います。

《個別訓練》

一人ひとりの認知機能に合わせた代償手段の検討や獲得を

目指します。

《グループ訓練》

グループで活動し他者との関わりの中で、自分の障害に対し

て気付き、見つめ直す機会を得られるよう支援します。

社会生活を送るために必要な状況に応じた行動を獲得する上での

効果が期待できます。

令和４年１０月２２日発行

【通所】

◆生活訓練 （定員１０名） ご相談ください。

◇機能訓練 （定員２０名） 空きあります。

【施設支援（入所）】

◇機能訓練 （定員１０名） ご相談ください。

ご利用までの流れ・・・

★事前にご連絡ください。

【見 学】施設の概要説明

↓ 実際の訓練場面・生活場面の見学

【事前評価】身体的・高次脳機能・社会的側面の評価

↓ 「支援計画原案」の提示

＜市町村による支給決定＞ 受給者証の発行

↓

【利用契約】利用開始

※利用開始になる目安 事前評価から１ヶ月以上かかります。（調整状況によります）
＊お気軽にお問合せください♪

☎０２７０ー２６ー２６７８ http://gunma-reha.jp/

送迎の場合、
相談して
ください。

利用後、復職された

利用者様の感想

・送迎してくれるの助かる。

・同じ障害の方がいて、話を

しやすい。共感できた。

・障害に向き合い理解が出来た。

・復職も出来た。

（仕事をしながらも利用できた）

グループ発表の様子


